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１　はじめに
特許法をはじめとする知的財産権には、先使用
権という制度があります（特許法79条、意匠法29条、
商標法32条）。今回は、商標法32条１項の先使用権
を取り上げ、その成立要件の一つである先使用商標
の周知性、すなわち「需要者の間に広く認識された」

という要件について考えてみることにします。

２　商標法32条１項
（１）条文

商標法32条１項の規定を適宜分説して以下に
示します（商品又は（若しくは）役務は「商品／
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